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女性アスリートの育成・支援プロジェクト委託要項 

 

平成２８年１月２６日 

スポーツ庁次長決定 

平成２９年１月１９日 

一 部 改 正 

平成３０年１月２２日 

一 部 改 正 

平成３１年１月２５日 

一 部 改 正 

令和２年１月１６日 

一 部 改 正 

令和３年１月１３日 

一 部 改 正 

 

１．趣 旨 

２０２０年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関

する施策の推進を図るための基本方針（平成２７年１１月２７日閣議決定）において、政府

は、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本

パラリンピック委員会の設定したメダル獲得目標を踏まえつつ、日本人アスリートが、２０

２０年東京大会において最高のパフォーマンスを発揮し、過去最高の金メダル数を獲得する

等優秀な成績を収めることができるよう、トップアスリート及び次世代アスリートの育成・

支援のための戦略的な選手強化等に取り組んでいくことが明記されている。 

また、スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第９条に基づく第２期スポーツ基本計

画（平成２９年３月２４日文部科学省）においては、「国は、女性特有の課題に着目した調査

研究や医・科学サポート等の支援プログラム、戦略的な強化プログラムやエリートコーチの

育成プログラム等を実施し、得られた知見を中央競技団体等に展開することにより、女性ト

ップアスリートの競技力向上を支援する」と女性アスリートに対する支援の充実を図ること

とされている。 

このため、女性アスリートの国際競技力向上に向けた支援や、ジュニア層を含む女性アス

リートが健康でハイパフォーマンススポーツを継続できる環境を整備することを目的に、女

性アスリートの育成・支援のための事業を実施する。 

 

２．委託事業の内容 

  以下の（１）～（３）の事業を委託する。 

（１）女性アスリートの戦略的強化に向けた調査研究 

ハイパフォーマンススポーツにおける女性アスリートが直面する身体的・心理的・社会

的な課題の解決に向けた以下①または②の調査研究を実施する。その成果を女性アスリー

トや指導者等の強化現場に還元するとともに、継続的に活用される仕組みを構築する。ま

た、女性アスリートの育成・支援プロジェクト（女性アスリート支援プログラム）におい
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て実施する「女性アスリート支援カンファレンス（仮称）」での成果発表・情報共有を行う

ものとする。 

① 女性アスリートが直面する身体的・心理的・社会的な課題の解決に向けた、女性アスリ

ートの競技力向上に資する調査研究を実施する。 

② 女性特有の課題を抱える競技種目を対象に、中央競技団体等とより密接に連携し、トッ

プレベルの強化現場をフィールドにした実践的な調査研究を実施する。 

 

（２）女性アスリート支援プログラム 

女性特有の課題を抱えているアスリート本人や、女性アスリートを身近な立場で支援す

る指導者・スタッフ等を対象に、各課題に対応した支援プログラム等を策定・実施すると

ともに、女性特有の課題と知見について研究者・アスリート・指導者等で共有するカンフ

ァレンスを開催する。カンファレンスの開催に当たっては、上記（１）女性アスリートの

戦略的強化に向けた調査研究の受託者とも連携して実施すること 。 

 

（３）女性エリートコーチ育成プログラム 

女性特有の視点とアスリートとしての高い技術・経験を兼ね備えた女性エリートコーチ

（引退を予定しているアスリートを対象にしたプレイングコーチも含む）を育成するため、

モデルプログラムを策定・実施する。 

 

３．委託先 

我が国の国際競技力の向上を図るための支援活動が実施可能な法人格を有する団体（以下、

「団体」という。）に委託する。 

 

４．事業期間 

委託を受けた日から事業が終了する日までとする。（上記２．（２）～（３）は２カ年事業） 

ただし、毎年度、事業の実施状況等について評価又は確認等を行い、事業の継続の可否を

判断するものとし、契約の締結は年度毎に行うものとする。 

 

５．委託手続 

（１）団体が事業の委託を受けようとするときは、委託事業実施計画書等をスポーツ庁に提出

すること。 

 

（２）スポーツ庁は、上記により提出された委託事業実施計画書等の内容を検討し、内容が適

切であると認めた場合は、団体に対して事業を委託する。 

 

６．委託経費 

（１）スポーツ庁は、予算の範囲内で事業に要する経費（設備備品費、人件費、事業費、一般

管理費（１０％が上限）、再委託費）を委託費として支出する。なお、一般管理費について

は、地方公共団体に対する委託の場合を除く。 
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（２）スポーツ庁は、団体が本契約の定めに違反した場合、又は委託事業の遂行が困難である

と認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。 

 

７．事業完了の報告 

団体は、事業が完了したとき（契約を解除したときを含む）は、委託事業完了（廃止・中

止）報告書を作成し、終了した日から１０日を経過した日、又は契約期間満了日のいずれか

早い日までに、スポーツ庁に提出しなければならない。 

 

８．委託費の額の確定 

（１）スポーツ庁は、上記７により委託事業完了（廃止・中止）報告書について調査及び必要

に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、

団体へ通知するものとする。 

 

（２）上記（１）の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。 

 

９．その他 

（１）スポーツ庁は、団体における事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必

要な是正措置を講ずるように求める。 

 

（２）スポーツ庁は、委託事業の実施に当たり、団体の求めに応じて指導・助言を行うととも

に、その効果的な運営を図るため協力する。 

 

（３）スポーツ庁は、必要に応じ、本委託事業の実施状況及び経理処理の状況について、実態

調査を行うことができる。 

 

（４）団体は、委託事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しなければ

ならない。 

 

（５）団体等は、委託事業の実施に当たり、成果報告書等成果物のほか、開催案内等対外的な

発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示しなければならない。 

 

（６）この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。 

 

附則（平成２９年１月１９日制定） 

この要項の規定は、平成２９年４月１日以降に締結する委託契約から適用し、平成２８年度

以前の委託契約については、なお、従前の例による。 

附則（平成３０年１月２２日制定） 

この要項の規定は、平成３０年４月１日以降に締結する委託契約から適用し、平成２９年度

以前の委託契約については、なお、従前の例による。 

附則（平成３１年１月２５日制定） 
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この要項の規定は、平成３１年４月１日以降に締結する委託契約から適用し、平成３０年度

以前の委託契約については、なお、従前の例による。 

附則（令和２年１月１６日制定） 

この要項の規定は、令和２年４月１日以降に締結する委託契約から適用し、２０１９年度以

前の委託契約については、なお、従前の例による。 

附則（令和３年１月１３日制定） 

この要項の規定は、令和３年４月１日以降に締結する委託契約から適用し、令和２年度以前

の委託契約については、なお、従前の例による。 
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委 託 事 業 実 施 計 画 書 

 

 

Ⅰ 事業名  

  令和○○年度  女性アスリートの育成・支援プロジェクト「事業名」 

 

 

Ⅱ 委託事業の内容  

 １．趣旨・目的 

   （注）事業実施の趣旨・目的を明確かつ簡潔に記載すること。 

 

 ２．内容 

   （注）事業の実施内容を具体的に記載すること。 

 

 ３．事業期間 

   令和○○年○月○日～令和○○年○月○日まで 

   （注）当該年度における事業の開始予定年月日から終了予定年月日を記載すること。 

 

 ４．当該年度における実施計画 

（注）事業実施の趣旨・目的を達成するために、①現在どのような状況にあるため（「女性

アスリートの戦略的強化に向けた調査研究」については、女性アスリートや指導者等の

ニーズの収集・把握方法やニーズの内容、先行研究の成果を利用する場合にはその内容

等についても記載すること。）、②具体的にどのような課題やテーマを設定し、③具体

的にいつまでにどのような取組（関係機関との具体的な連携方策や、独自性・新規性の

ある取組についても記載すること。）を行うことにより、その結果、④具体的にどのよう

な成果を目指す（成果が期待できる）のかを記載すること。 

更に、⑤その成果やモデル（支援）プログラムが女性アスリート、指導者及びスポー

ツ団体等に活用されるよう、具体的にどのような方法で還元・周知するのかその方策を

記載すること。 

（注）上記の内容とは別に、別紙の「当該年度の実施スケジュール」及び「実施計画概要」

に、その内容を簡素にまとめて記載すること。 

 

 ５．実施体制 

   （注）事業実施に必要な人員・組織体制及び業務管理を適正に遂行できる体制を記載するこ

と。（事務処理体制及び関係機関との連携体制を含む。） 
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 ６．知的財産権の帰属 

（注）「知的財産権は乙（契約の相手方）に帰属することを希望する。」又は「知的財産権

は全て甲（スポーツ庁）に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。 

 

 ７．再委託に関する事項 

（注）事業の実施に当たって再委託を行う場合は、以下の事項について記載すること。 

（注）課題やテーマごとに再委託を行う場合は、課題やテーマごとに記載すること。 

（上記Ⅱ．４と整合性を図ること。） 

再委託の相手方の住所及び氏名  

 

 

 

 

 

再 委 託 を 行 う 事 業 の 範 囲  

 

 

 

 

 

再 委 託 の 必 要 性  

 

 

 

 

 

再 委 託 金 額 （ 単 位 ： 円 ）  

 

               円 
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Ⅲ 委託事業経費  

 １．経費予定額 

（単位：円） 

費   目 種     別 内        訳 経費予定額 

設備備品費 設 備 備 品 費 
 

 （小計） 

人 件 費 人  件  費 
 

 （小計） 

事 業 費 

諸 謝 金 
 

 （小計） 

旅 費 
 

 （小計） 

借 損 料 
 

 （小計） 

印 刷 製 本 費 
 

 （小計） 

消 耗 品 費 
 

 （小計） 

会 議 費 
 

 （小計） 

通 信 運 搬 費 
 

 （小計） 

雑 役 務 費 
 

 （小計） 

消費税相当額 
 

 （小計） 

一般管理費 一 般 管 理 費 
 

  

再委託費 再 委 託 費 
 

 
（小計） 

合   計  
 

 
 

（注）経費計上の留意事項等 

① 本事業の実施に直接必要とする経費のみを計上すること。なお、委託期間内に発生した経費に限る。 

② 本事業における経費については、他の経費と明確に区分し経理すること。 

③ 課題やテーマを設定する場合は、内訳欄において課題やテーマごとに内訳を記載すること。 

④ 設備備品費については、取得価格が１０万円以上かつ耐用年数が１年以上のものとする。資産価値を増

大する改造（機能向上）については、当該委託事業で取得した物品についてのみ対象とする。ポイントの

取得等による個人の特典は認められない。 

⑤ 人件費（社会保険料等を含む）については、雇用の必要性及び金額の妥当性がある場合のみ計上するこ

と。 

⑥ 事業費（諸謝金）については、外部の者に依頼する事業実施の労務、会議出席、実技指導、単純労働、

その他の労務（通訳等）に対して支払うものとする。（業者等との契約による場合は、雑役務費に計上す

ること。）なお、菓子折、金券の購入は認められない。 

⑦ 事業費（旅費）については、原則として、団体の旅費規程により計上して差し支えないが、経済的な経
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路及び方法で計上すること。また、鉄道賃の特別車両料金や航空機の特別座席料金・ビジネスクラス・フ

ァーストクラス等の支給については、原則として国家公務員等の旅費に関する法律及び文部科学省所管旅

費規則を準用すること。なお、マイレージ・ポイントの取得等による個人の特典は認められない。 

⑧ 事業費（借損料）については、会場借料、機械、物品、用具、器具、設備、車両等の借料を対象とする。 

⑨ 事業費（印刷製本費）については、会議資料、報告書、その他事業の実施に係る印刷物等の印刷製本又

は複写、記録用写真フィルムの現像及びプリントに要する経費とする。 

⑩ 事業費（消耗品費）については、事務用品、書籍類、その他事業の実施に直接必要とする消耗品を対象

とする。ポイントの取得等による個人の特典は認められない。 

⑪ 事業費（会議費）については、会議を開催する場合に必要な茶代（お茶、ミネラルウォーター）及び弁

当代等であり、社会通念上常識的な範囲内とし、酒類は対象外、菓子類やレストランでの飲食代等も原則

として認められない。（団体の内部構成員のみで行うものや、開催通知及び議事要旨（録）を作成しない

打合せ程度のものは対象としない。） 

⑫ 事業費（通信運搬費）については、はがき・切手代、郵送料、宅配便等の料金、物品等のこん包発送に

よる運搬料とする。なお、切手を購入する場合、必要最小限の枚数とし受払簿等で適切に管理すること。 

⑬ 事業費（雑役務費）については、会場設営、調査研究に係るデータ集計・入力等の役務の請負に対して

支払うもの、対象経費の支出に係る銀行振込手数料とする。修繕は資産価値の増大を伴わない機能復元等

であり、原則として対象物品は当該委託業務で取得したものに限る。 

⑭ 事業費（消費税相当額）については、団体が課税事業者（納税義務者）で、不課税経費を計上している

場合に、それに該当する消費税相当額のみ計上すること。この場合、課税事業者である旨を確認できる書

類を添付すること。（業者等に支払う消費税額については、当該経費区分に税込額を計上すること。） 

⑮ 再委託費については、第三者に委託することが事業の実施に合理的であると認められる場合に再委託を

行う事業の経費を計上すること。 

⑯ 一般管理費については、当該委託事業分として経費の算定が難しい光熱水量や電話料、ＦＡＸ送受信料、

管理部門の人件費（管理的経費）に係る経費であり、便宜的に直接経費（設備備品費、人件費、事業費）

に一定の率（一般管理費率）を乗じて計上すること。なお、一般管理費率は、団体の直近の決算により算

定した一般管理費率、団体の受託規定による一般管理率及び本委託要項で定める上限を比較し、最も低い

率で計上すること。 

 

 ２．再委託費内訳 

 

  再委託先名：           （課題やテーマ） 

                                           （単位：円） 

費   目 種     別 内        訳 経費予定額 

  
 

 （小計） 

合   計  
 

 
 

（注）課題やテーマごとに再委託を行う場合は、再委託先名の後に課題やテーマを記載すること。（上

記Ⅱ．４と整合性を図ること。） 

 

Ⅳ その他  

 １．経理担当者（責任者及び事務担当者） 

氏   名 職   名 連絡先（電話番号、メールアドレス） 

（責 任 者） 

 

  

（事務担当者） 

 

  

  （注）責任者は、本委託事業に係る経理責任者を記載すること。 

     事務担当者は、スポーツ庁との連絡窓口となる経理事務担当者を記載すること。



- 9 - 
 

【別 紙】 

Ⅰ 当該年度の実施スケジュール 

課 題 ・ テ ー マ 
実施期間（令和○年○月○日～令和○年○月○日） 

○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 

１．○○○○○ 

 

 

 

 

 

            

２．○○○○○ 

 

 

 

 

 

            

３．○○○○○ 

 

 

 

 

 

            

４．○○○○○ 

 

 

 

 

 

            

５．○○○○○ 

 

 

 

 

 

            

 

 

○○○○○ 

○○○○○ 

○○○○○ 
○○○○○ 
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Ⅱ 実施計画概要 

課 題 ・ テ ー マ 現       状 
具 体 的 な 取 組 

具 体 的 な 成 果 
実施期間 取  組  内  容 

１．○○○○○ 

 

 

 

 

 

※「女性アスリートの戦略的強化に向けた調

査研究」については、女性アスリートや指

導者等のニーズの収集・把握方法やニーズ

の内容等についても記載すること。 

○月～○月   

○月～○月  

○月～○月  

○月～○月  

２．○○○○○ 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

３．○○○○○ 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

４．○○○○○ 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

５．○○○○○ 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

 


